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令和５年度第１回岩手県政策評価専門委員会 

 

（開催日時）令和５年７月 20 日（木）10：00～11：50 

（開催場所）岩手県民会館 ４階 第１会議室 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

 （１）令和４年度主要施策の成果に関する説明書の作成状況について 

 （２）その他 

３ 閉 会 

 

  出席委員 

   吉野英岐専門委員長、竹村祥子副専門委員長、市島宗典委員、工藤昌代委員、 

   西田奈保子委員、森直子委員 

  欠席委員 

   なし 

 

１ 開 会 

○八重樫政策企画部政策企画課評価課長 ただいまから令和５年度第１回岩手県政策評

価専門委員会を開催いたします。 

 事務局の八重樫と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日はウェブ会議システム出席の委員を含めまして委員６名全員に御出席いただいてお

ります。政策等の評価に関する条例第 13 条第２項の規定によりまして、会議が成立してい

ますことを御報告申し上げます。 

 次に、配付資料の御確認をお願いいたします。本日お配りしている資料は次第、名簿、

座席表のほか、資料番号１としまして、令和４年度主要施策の成果に関する説明書の作成

状況について概要版と本体、資料番号２としまして、復興推進プランの施策体系、事業に

基づく進捗状況の概要、資料３としまして、令和５年度政策評価レポートの作成について

の資料を配付しておりますので、御確認をお願いいたします。 

 また、本日の会議についてですが、意思決定の過程における審議であり、未成熟な情報

を扱うということで非公開での開催としておりますので、併せて御報告申し上げます。 

 なお、本日、竹村委員につきましては別用務のために 11 時 25 分くらいに御退席を予定

されております。 

 それでは、会議の議長は条例第 15 条第４項の規定によりまして、専門委員長が務めるこ

ととなっておりますので、以降の進行については吉野専門委員長にお願いしたいと思いま

す。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 事 

 （１）令和４年度主要施策の成果に関する説明書の作成状況について 

○吉野専門委員長 おはようございます。朝早くからお集まりいただき、ありがとうござ
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います。 

 今日は結構資料もたくさんありますので、早速ですけれども、議事に入りたいと思いま

す。 

 では、議事の（１）について、まず事務局より御説明いただき、その後に質問、意見を

いただくことといたします。 

 それでは、令和４年度主要施策の成果に関する説明書の作成状況について、事務局より

御説明をお願いします。 

 

 〔資料№１説明〕 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。まずは、情報提供として、復興推進プ

ランの施策体系事業に基づく令和４年度の進捗状況についても担当の復興防災部から御説

明をいただいた後で議論を始めたいと思いますので、復興防災部の担当の方はお願いいた

します。 

 

 〔資料№２説明〕 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。今の後半の復興の進捗状況については、

本体、これ令和４年度版なので、去年のものですけれども、本体的には 366 ページと 367 ペ

ージに収録されているものを今詳しく御説明いただいたものとして考えてよろしいですね。

本体は結構分厚くて、毎年これ出すわけですけれども、基本は前段で評価課長から御説明

があった部分が中心にはなりますけれども、復興の進捗状況についても併せて掲載してい

ることもあり、担当の方から丁寧な説明があったと受け止めております。ありがとうござ

いました。 

 この後、一旦個々で区切りをつけて、ここまでが復興も含めた各種事業の進捗状況とそ

の評価をまとめていただいたものですので、これ全部終わっていると、令和４年度までの

ものですので、一旦ここまでで委員の皆様から御意見を伺った後に、次のその他の議題で

資料３については、今後これをどう取りまとめていくかということになりますので、資料

３についてはこの質疑応答が終わった後に、改めて取り上げたいと思います。ですので、

まずは今御説明ありましたところについての質疑を受けますけれども、話があちこちする

と整理が難しいので、今最後の方で伺った復興の状況についての御質問があれば先に受け

付けたいと思います。資料の２に基づいた説明のところです。委員の皆様から何か第１期

アクションプランの復興推進プランにおける進捗状況で御質問等ございましたらお願いい

たします。いかがでしょうか。よろしいですか。ここは、先ほどの前段に比べるとＡ評価

が高い、多いところですので、ここは４年間の取りまとめた数値ですよね、単年度ではな

くて。 

 

○梅澤復興防災部復興推進課推進担当課長 はい。 

 

○吉野英岐専門委員長 この第１期の４年間全体ではこういう状況だったと結果が示さ
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れております。 

 ちょっと私から１つだけ御質問させていただきます。これは、県の計画ですので、４年、

４年、２年で切ってきて、今第２期が始まった初年度ですよね。そうすると、令和５年か

ら８年が今動いているところですね。ただ、国の復興計画というのが一応 10 年間で区切り

をつけて、それで今実はプラス５年のところが走っているはずで、これが令和７年度まで

と聞いています。そうすると、現実、市町村的に見ると令和７年までは何とか国の復興事

業がついていて、予算もつくのだろうけれども、その後については未定だと言われていて、

国絡みの事業化については県なり、市町村なりが通常の予算の中で行っていく場合もある

のではないかと言われておりますけれども、この第１期アクションプランの中では、国が

様々な形で支援をしている事業というのもかなり入っているのかどうかを伺いたいと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

 

○梅澤復興防災部復興推進課推進担当課長 ハード整備を中心に国の予算が入っており

ますので、県といたしましては国に対して復興に係る施策の事業の継続と必要な予算の確

保につきまして、国に対して要望をしているところでございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 現在要望中ということですね。 

 

○梅澤復興防災部復興推進課推進担当課長 はい。 

 

○吉野英岐専門委員長 令和７年で切られると、アクションプランの途中で大幅に予算の

組み替えが起こる可能性もあるなと思っていまして、そうすると最初に立てた計画がその

ままうまく動くかどうかがちょっと心配なところがあったので、改めて伺いました。実績

については、私はこのとおり全体的には順調に推移しているのではないかと思います。よ

かったなと思っておりますが、今年度から始まる計画について、やや不確定要因がありま

すので、その辺を勘案しながら進めていただくしかないのかなというところでございます。 

 私からの質問は以上ですけれども、委員の皆様から何か御質問ありますか。 

 

 「なし」の声 

 

○吉野英岐専門委員長 特になければ、では本体の方に戻らせていただきます。御説明あ

りがとうございました。 

 そして、本体の方に戻りますけれども、こちらは資料１に基づいて御説明があった部分

です。例年やっているものですけれども、本体の分厚い方の資料の中のこれは４ページに

ピラミッドのような三角形がついておりまして、これが比較的全体が見やすい図になって

いるのではないかなと思っています。10 の政策分野、これ御説明あって、ここに全体では

82 の指標があるのだけれども、今確定値で出しているのが 71 指標であると。それを分野

で分けないで出すと今日の資料１の最初のところに出てくる 71 本についてはこういうよ

うな状況であったというのが左側のこの円グラフですね。これだけ見ると、何かＤも多い

のではないかというようにも見えます。 
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 ただ、これは 10 の政策分野に分かれているということから、後段の説明では右側のこの

表ですね、表で見ると政策分野ごとにＢ、Ｃ、Ｄが分かれていまして、これで見ると全分

野満遍なくというよりは、分野によってはＤ評価がついたものがやや多いのかなというよ

うなところが幾つかあるということがこれで分かるようになっています。 

 さらにピラミッドの方に戻りますと、50 の政策項目というのが中間的なカテゴライズし

ている部分で、その下に具体的推進方策というのがありまして、これがたくさんあるので

すけれども、今回はこのうち確定している 510 につきまして分野ごとに具体的推進方策の

状況を見せていただいたのが３枚目になるのかな、２ページと書いてあるところですね。

分野ごとに具体的な方策の実施状況、さらに評価が色分けされて見えるということです。

見ていただければ分かるとおり、実は分野によって指標数というのがちょっと違っており

まして、３桁、100 を超える指標数を持っている分野もあれば１桁というのでしょうか、

10 より少ないところの指標もあります。これは、10 の政策分野で分けるとこういう分け方

になっていて、すごく多い分野と比較的少ない分野があるということです。あとグラフの

色が分野によっては青が多かったり、少なかったりと見てとれるということになっていま

す。 

 実はこの下に事務事業評価があって、この事務事業というのはさらに具体的な一本一本

の事業についてどうだったのかということで、今日は御説明ありませんでしたけれども、

これはもっと数が増えて、それを一つに束ねたのが具体的推進方策の 519 の確定値という

ところにつながっているものと考えられます。それをどんどん上がっていくと 10 の政策分

野のところの評価値に反映されていくというような仕組みになっていると思います。 

 ちょっと解説している間に皆さんいろいろ御質問考えていただけたのかなと思っており

ますけれども、取組状況について、具体的な項目でも構いませんし、分野でも構いません

けれども、御質問があればお願いしたいなと思います。いかがでしょうか。評価はこうな

っているのだけれども、どうしてなのかということでも構わないと思います。 

 すみません、皆さんが考えている時間をちょっと取る中で、私の方から先に御質問させ

ていただきたいと思います。ちょっと見た感じ、ぱっと見た感じですと、教育分野の中で

政策分野で見ても、あるいは具体的推進方策で見てもＤ指標の割合がほかのところに比べ

て高めに出ているのではないかなとも受け取れます。もともとここ指標数がすごく多くて、

115 の具体的推進方策で評価を受けていることですから、そもそも数がたくさんあること

もあるかもしれませんけれども、担当の部局の方からは比較的事業が多かったことについ

てはどのように受け止めていらっしゃるかちょっと伺いたいと思います。 

 

○西野教育委員会教育企画室教育企画室長 教育委員会でございます。ありがとうござい

ます。教育の方の指標、Ｃ、Ｄがちょっと多くなってしまった結果となりますが、まず私

たちの分析といたしましては、コロナ禍で学校活動、教育活動がかなり制約があった。体

験活動も含めて地域との連携、協働による体験活動も少なくなったことによって、当初予

定していた取組を十分に行うことができなかったというのがまずは１つあるかなと思って

おります。 

 また、ここは指標の立て方というところもございますが、岩手県はもともと全国学力調

査などで見てもいい数値をより伸ばしていこうというような当初目標を立てておりました。
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ただ、やはり子供たちは毎年変わって、学年変わって、調査対象が変わっていく中におい

て、それを上げるのが非常に難しかったと。ただ、維持はしているものの目標である１ポ

イントずつ上げるというのが難しかった状況にあるなと、指標の立て方みたいなところの

反省も分析しております。 

 また、あと教育活動のところ、新たな学習指導要領の変わり目みたいなこともありまし

て、それらの目標なども加味した上で立てたものではございますが、それが授業改善のと

ころにきちっと落とし込むことが十分できなかったところもあるのではないかと、子供の

理解度の部分でありますとか。これをつくる際に大きく３点ほどあるかなと、主な意見と

しては出たところです。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。これ計画自体は 2019 年度から始まっ

ていて、それより前に一旦指標をつくっていて、それでも 2020 年度からはコロナの影響が

かなり拡大して 2020、21、22 年度ぐらいまで、去年ぐらいまであったのがどうしてもそれ

をコロナ直撃されている指標は若干の入替えというか、計測できなかったりするので、外

してはいるものの、やはりそれでもコロナの影響が出てしまうような指標が残っていて、

それが数値が取れていないということで、これは 2023 年度になれば改善する可能性もある

と考えてよろしいですか。ありがとうございます。一時的な要因もかなり大きなウエート

を占めていると、書いているとおりかもしれませんけれども、そのように解釈することも

可能だと受け止めました。 

 そのほかの先生方いかがでしょうか。 

 では、竹村先生お願いします。 

 

○竹村祥子副専門委員長 ２の家族・子育てのところなのですけれども、おおむね達成が

かなり多いので、ちょっとほっとしてもいるのですが、そこでやや遅れの部分に入ってい

る放課後児童クラブの設置数の問題についてちょっと御質問したいと思っております。こ

この評価が低かったのは、新設予定場所で計画の見直しを行ったことによって、設置数が

下回ったということで、理由としては分かりやすかったのですが、岩手県は市町村によっ

て、民設民営から公設公営まであったように記憶しております。そうすると、例えば民設

民営でやっているところのその計画というのは、それぞれの放課後児童クラブの実情が影

響しますし、公設公営だと政策に影響されると思うのです。この設置のもともとの条件の

違いというのについてはどのように検討されているのか、教えていただけるとありがたい

のですけれども。お願いします。 

 

○田内保健福祉部保健福祉企画室企画課長 保健福祉部でございます。放課後児童クラブ

についてですが、設置主体が市町村であっても、民間であっても、市町村で一元的に放課

後児童クラブの入所の調整をしておりますので、その設置主体が公設だからとか、民設民

営だからということで入所のばらつきができるということはないと考えております。 

 そういった中で、先ほどお話ありましたとおり、放課後児童クラブの新設の数の見直し

ということで、御承知のとおりお子さんの数が減ってきている状況で、市町村でも現時点

で足りないからといって、新しい放課後児童クラブをつくってしまうと将来的に余剰施設
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になってしまう可能性もあるということで、慎重な判断を各市町村で行っているものだと

考えております。 

 以上です。 

 

○吉野英岐専門委員長 いかがでしょうか。 

 

○竹村祥子副専門委員長 悩ましいところだなと思いました。実現までに年度を超える時

間がかかるかもしれませんので、このまま見守っていた方がいいと今思いました。ありが

とうございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。 

 そのほか御質問いかがでしょうか。 

 どちらか、ウェブの先生でも構いません、森先生ありますか。 

 

○森直子委員 では、私から質問させていただきます。 

 仕事・収入のところで、計画を下回った事例として、サケの回帰率というところが、資

料１の２ページのところに出ていて、この関係で色々な最新技術を導入して、サケの回帰

率を上げるという努力をし続けることは大切なのですが、ここにも書いているように、回

帰率が低下している状況というのは、自然環境という、短期的には対処し切れない状況が

原因になっていると。こういう、数か年で結果を出さないといけないようなものを指標に

置いておくのが適切なのかなと考えてしまったのです。養殖をして放流をすると、かえっ

て長期的には回帰率が減ってしまうということを指摘したアメリカの論文が近年マスコミ

をにぎわせたりしていますけれども、自然環境の変化あるいはそこに対応する技術をどう

したらいいかというのは、数か年というよりはもう少し長いスパンで考えていかないとい

けない状況なのかなと思っておりまして、指標の置き方というものを考えるべきかなと、

ちょっと思ったりしております。 

 また、仕事・収入のところでは具体的な推進方策ではうまくいっているのですけれども、

いわて幸福関連指標で捉えているような大きな指標のところにはなかなか結果が結びつか

ないようなものというのがあって、例えば中小企業の経営力強化などのところですね、そ

こは具体的な方策としては、経営革新計画の承認件数や、商工指導団体による指導を受け

た企業、組合数を増加させるなどということでＡですとかＢですとかという達成度をクリ

アしているのですけれども、開業率というところを見てみると、残念ながら、いわて幸福

関連指標に出ている開業率の向上にはどうもつながっていない。県の方策、具体的な方策

というのは非常に努力をされて、その数値等が確保できている。しかしながら、それがき

ちんとした本来あるべき成果のところには結びついていないというのは、何かもう少し構

造的なものも考えないといけないのかなと思います。具体的推進方策は淡々と進んでいま

す、でも、それが結果に結びついていませんということだと、なかなか将来的に難しいか

なと思ったりしています。ですので、その辺りをどのように考えているかお聞かせ願いた

いなと思います。 

 以上です。 
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○吉野英岐専門委員長 では、担当からお願いします。 

 

○髙橋農林水産部農林水産企画室企画課長 それでは、サケの回帰率の話がありましたの

で、農林水産企画室の髙橋の方からお話をしたいと思います。 

 今、森委員御指摘いただいたとおり、海洋環境の変化ということについては、これがイ

コール不漁の問題とつながってきているわけなのですが、非常に長期にわたって継続する

可能性があるということで、我々も、今回、第２期アクションプランの方では、やはりこ

の不漁問題というものについては、農林水産部的にも一丁目一番地の課題として、これは

復興と併せて取り組んでいかなければならないと考えております。 

 その中で、サケの回帰率というところについては、やはり御指摘いただいたとおり、20 年

前、30 年前は、放流をして、戻ってくるサケというのは非常にあったのですが、海洋環境

の変化ということで、なかなか戻ってくるサケがいなくなってきているということがあり

ます。ですから、回帰率の指標が本当にどうなのかと、今後、長期的に考えたときに、こ

の指標が妥当なのかどうかということについては、第２期アクションプランをつくってい

く過程の中で、我々もその辺については問題意識を持ちまして、回帰率は、なかなかこれ

は短期的に回復していくのは見込めないだろうということを考えておりまして、戻ってく

るサケを何とか戻りやすい状態にしていこうというところで、通常の放流するサイズの稚

魚があるのですが、それよりも大きくして、海洋環境の変化に耐えられるようなサイズの

稚魚を放流していこうと、まずは、そういう技術を県内各地のふ化場なり、漁協なりに取

り組んでいただこうという取組を、今、進めているところです。 

これで、何とか戻ってくるサケを幾らかでも、まずは、回帰率というところはなかなか

回復を見込めないということで、先ほど言った技術的な課題解決として、大型で強靱なサ

ケの稚魚をつくっていこうというところを、県下の漁協やふ化場に技術を普及し、これを

全てのふ化場で取り組んでいただくということを、今、現在、取り組んでいるところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。後段の中小企業等は、では評価課長か

ら。 

 

○八重樫政策企画部政策企画課評価課長 私の方から、指標の考え方、総論的な部分でご

ざいますが、ねじれのところでございます。先ほど委員長からも御説明いただきましたが、

政策推進プラン、10 の政策分野、50 の政策項目ということでピラミッドになっております。

これがストレートに流れるようであれば皆様にとって分かりやすいものとなると思うので

すけれども、いわて幸福関連指標につきましては県の取組だけではなくて、ＮＰＯであっ

たりとか、市町村であったりとか、関係団体であったりとか、そういった方々と一緒にな

って取り組んでいくことによって進捗が図られる指標であること、あと具体的推進方策指

標につきましては、主として県の取組によって進捗が図られるものということで、そこで

ちょっと差が出てきている場合がございます。そのねじれについては分析をいたしまして、
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指標の立て方、どうしても指標につきましてはデータの制約などがございまして、ちょっ

と不十分なところもあると思います。そういったところで、県だけではない様々な主体の

取組によって進められているもの、また県の取組が不十分なものということで、この指標

間のずれというものが出てございます。それにつきまして、第２期アクションプランの策

定に当たりましてもロジックがつながるようにということで指標の見直しを図っている部

分がございます。まだまだ課題もございますが、研さんして指標の立て方については研究

しているところでございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 というお答えをいただきましたけれども、森委員いかがでしょう

か。 

 

○森直子委員 ありがとうございました。 

 

○吉野英岐専門委員長 よろしいですか。細かい一つ一つの指標の結果については、本編

の方でそれぞれのところに数字書かれていて、探すの大変かもしれないですけれども、見

ていくと一個一個のＡＢＣＤが分かって、そのうち幾つか抜き書きしているのが今日の資

料ですので、今日の資料では漏れているけれども、本編の方ではこうなっているではない

かというものもお気づきの点があれば御質問していただいて構わないと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ちなみに、サケの回帰率というのは、調べると本編 152 ページでよろしいですかね。目

標は 1.32％、つまり大体 100 分の１から 100 分の２の間ぐらい、つまり２％弱と前からよ

く言われている数字かなと思っていて、100 匹放流しても２匹しか戻ってこないのが現状

なのだけれども、実績というのを見ると 0.04％ということで、２匹どころか１万分の４匹

ぐらいしかいないですよというのが現状です。そうすると、9,996 匹は残念ながら大きく

なって戻ってきていないということで、費用対効果を考えたり、労力を考えたりすると、

さっきお話のあったとおり、稚魚といっても海洋環境の変化に対応するような大きさまで

中で育てることで、この回帰率を上げる方向で御努力されているということに、今、取り

組んでいるところだと御回答がありました。岩手県は、サケが大事な魚種であることは間

違いないので、何とか立て直すよとやっていらっしゃるところが、新しい取組のところで

見てとれたかなと思います。 

 すみません、あと後段のところは、新規開業につながっていないのではないかと、いろ

いろ中小企業支援の取組をされているのは確かだけれども、新聞等々でもなかなかそれが

起業であるとか、新しい法人設立のところに反映し切れていないかなという御意見もあっ

たように聞こえたのですけれども、この部分については何か県の御担当としては対応策と

いうのはあるのでしょうか。 

 では、お願いいたします。 

 

○齋藤商工労働観光部商工企画室企画課長 商工労働観光部でございます。開業率につい

ての質問ですが、コロナの影響というものがとても大きく、その影響で創業計画の見直し

など、影響を受けた創業者が少なからずあったのかなと分析しております。 
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 この開業率起業の状況を表す代表的な指標ということで、雇用保険が新規に成立した事

業所を基に率を出しているものですが、会社の経営者や学生は、（雇用保険の）対象外にな

っているところです。県としましては、新たな流れを創出していくためにも起業、スター

トアップを促進していきたいと考えており、今年度は若者や女性の起業促進に向けて新た

な融資制度なども設けております。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。今のは、本編でいくと 132 ページの指

標 54 番の開業率のところですよね。評価がＤになっているので、その要因と、さらにそれ

の対策に向けての追加の御説明がありました。 

 森委員よろしいですか、今の御説明でも大丈夫ですか。 

 

○森直子委員 そうですね、いろいろ県として御努力をされていて、先ほど申し上げなか

った、例えば若手の起業家などへの貸付も増やされているということで、いろいろなメニ

ューを実施されているのは分かっているのですが、そこと開業率というのがなかなかリン

クしないというところももう少し構造的なことを考えていただければなと思います。有効

求人倍率とかすごく大きなものよりは、開業率はかなり具体的な施策が直結するかなと思

ったので。それでもそれが具体的な方策と、それから最終的な指標のところがリンクして

ないのがすごく気になったので、質問させていただきました。ありがとうございました。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。 

 そのほかの委員の皆さんいかがでしょうか。 

 では、工藤委員から。 

 

○工藤昌代委員 今の開業率についてちょっと引き続きだったのですけれども、開業率に

含まれるのが雇用保険が新規に成立した事業所ということで指標を見られているようなの

ですが、実際には 1 人で立ち上げている人たちが結構いると思うのです。実は昨日も起業

した人からの相談が私のところにも来たのですが、実際に１人で会社としては起業したの

だけれども、その先どうしていいか分からないまま起業している人たちというのが結構い

ると思うのです。ですので、最初は雇用保険の対象にならない状態で起業して、ある程度

経つとそれでは仕事が回っていかないから、雇用しますというような雇用につながる企業

というのは数があると思うので、単純に開業率で雇用保険がかかっていないから、開業し

ていないと判断するよりは純粋に開業した率というのをもう少し認知してもいいのかなと

思いました。 

 もし開業をこれから促していくのであれば、既にやられているかもしれないのですけれ

ども、起業した後にどういうことが必要なのかというのをもうちょっと知識として分かる

場がよりあった方がいいなと思います。私が起業した頃は起業家大学というのがあって、

起業マインドだったりとか、それからプラスアルファでもっと現実的な数字的な分析だっ

たりというのを両方勉強できる機会が県の方であったのです。非常によい活動だったなと

思っているので、あそこまでの規模感でなかったとしても、何かそういうことにつながれ

ば開業して、今後雇用につなげるということになるかもしれないので、意見というか、質
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問ではないのですけれども、そういうことを感じた次第です。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。 

 もうちょっと広く見ることも可能ではないかということですね。これ従業員がいないと

雇用保険取れないですよね。 

 

○工藤昌代委員 そうですね。 

 

○吉野英岐専門委員長 １人企業をどう見ていくかということですね、雇用保険の新規発

生にはつながっていないけれども、開業と言えることもあるのではないかと。 

 

○工藤昌代委員 はい。 

 

○吉野英岐専門委員長 この辺の何かフォローで取っているデータというのはあるので

すか、雇用保険の新規成立比率は取っているけれども、届出というのはないのですよね、

企業の。届出数字のところは取れないということですか。 

 

○齋藤商工労働観光部商工企画室企画課長 こちらの指標は、おっしゃっるとおり雇用保

険が新規に成立した事業所比率を基に算定しているものでありますが、国の中小企業白書

においても同様の取り方をしているので、県もそのような取り方をしております。 

 ただ、工藤委員からお話があったとおり、なかなか最初から大きく起業できるわけでは

ないので、１人から始めてどんどん事業を拡大していくというのが一般的だと思いますの

で、そういったところのフォローというのは非常に重要なことだと考えております。県で

も、岩手イノベーションベースという起業支援拠点があり、今年から、民間ベースになっ

たのですが、起業をされた方のフォローアップなどについても十分できるように、こちら

の拠点とも連携して取り組んでいきたいと考えております。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。 

 ほか御質問いかがでしょうか。 

 では、もう一つ。工藤委員からお願いします。 

 

○工藤昌代委員 本編の 130 ページで、先ほど 329、子育てと仕事の両立を図る家庭の支

援のところの 329 番で保育を必要とする子供に係る利用定員が、子供の減少があって定員

が減ったということだったのですけれども、これ達成度はＤなのですが、実は待機児童は

減っていて、みんな入れる状況になっているのかどうかというところをちょっと知りたか

ったです。 

 

○吉野英岐専門委員長 これ 114 番で同じ指標ですね、329 が最低になっていて、同じ指

標が子育ての方の 114 番であって、担当の方からこれはどう見たらいいのかということで、

お答えあればお願いします。 
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○田内保健福祉部保健福祉企画室企画課長 工藤委員から御指摘いただいた保育所の定

員についてです。待機児童もありましたので、定員を増やして待機児童を減らしていこう

ということが第１期アクションプランをつくったときの発想だったのですが、子供が減っ

ているということで、市町村でそこまで保育所の定員を増やさなくてもいいということに

なっております。 

 待機児童数については、57 ページに指標として載っておりまして、平成 29 年で 178、毎

年度４月１日現在ですけれども、令和４年度の目標値ゼロに対して、35 人ということにな

っておりまして、着実に減っています。今後もどんどん減っていき、いずれ近い将来ゼロ

を達成できるのではないかと考えております。 

 以上です。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。待機児童の方は減っているということ

ですね。 

 そのほか御質問いかがでしょうか。 

 では、市島委員お願いします。 

 

○市島宗典委員 まとめのところで達成度が遅れている分野を見ておりまして、教育に関

して伺いたいことがございます。 

 まず、本編の 16 ページでいわて幸福関連指標の指標が 19 から 36 まで並んでいるのです

けれども、今さらながらの質問かもしれないのですが、小学校と中学校の指標がおおむね

並んでいて高校が入っているのがこの 25 ですね。それ以外は小、中となっている一方で、

その１つ下の具体的推進方策の指標を見ると高校がおおむね入っているということがどの

ように理解していいのか御説明いただきたいのが１つ目です。 

 それから、もう一つはさらに細かい話なのですけれども、ちょっと今私も別件で選挙管

理委員会との関係で教育委員会さんと御一緒させていただいているので、あえて伺いたい

のですけれども、本編 77 ページの 159、160、161、社会の動きや出来事に関するニュース

に関心がある児童生徒の割合、平成 29 年の現状値は小学校が一番高くて高校が一番低い、

計画目標は逆で、高校が一番高くなっている。実態は、高校が低いということ、それとも

う一つ御覧いただきたいのは、94 ページの 207、208、209、自分の住む地域が好きだと思

っている児童生徒の割合で、これも小学生が高くて高校生が低い、実績もそのとおりにな

っているわけです。教育委員会さんの認識を伺いたいのですが、社会の動きとか、地域に

関して小学生が一番高くて、成長するに従って関心とか愛着が下がっていくということに

ついて、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

 それはなぜかといえば、これがさらに地元の就職率につながっていくのではないかと思

っておりまして、それが幸福関連指標でいえば 33 と 36、高卒は 33 で、これは目標に近づ

いている一方で、大卒、これは県内出身者かどうか分かりませんけれども、県内大学の卒

業者なので県外出身者もいると思いますが、小、中、高と学んでいくに従って、長く住む

と愛着が増すのではないかなと思っているのですがそうなっていないのと、それが最終的

には就職率とかにもつながっていくのではないかなと私は思っておりますので、その辺ど
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ういう認識というと、ちょっと語弊があるかもしれませんが、その辺の考え方について確

認させていただきたいです。 

 

○吉野英岐専門委員長 では、教育委員会から。 

 

○西野教育委員会教育企画室教育企画室長 ありがとうございます。教育委員会でござい

ます。まず３点ほど御質問いただいたという認識なのですが、まず教育全体、幸福関連指

標は、小、中があって、具体的推進方策は、高校が主となっているというお話なのですが、

まず県教育委員会は、学校の設置者として施策を打てるというのが県立高校の部分という

ことで、具体的推進方策はどちらかというとやはり高校のものが多くなってまいります。

ただ、教育全般、岩手の子供たち、児童生徒と全体を考えると、やはり県の高校に対する

施策、市町村の小、中に対する施策、あと地域の方々の児童生徒へというようなことも考

えますと、幸福関連指標は小、中、高含めて、小、中も入れてというような発想で指標、

また施策体系を整理しているところでございます。 

 そして、次に本編 77 ページの社会の動きや出来事、ニュースに関心のある児童生徒の割

合ということで、高校生に関しましては社会に出る直前というようなこともあって、高め

ていかなければならないようなことも考えて目標を立てておりましたが、この指標だと新

聞、あとはネットニュースなどで社会の出来事に関心を持ちますかみたいな質問で取って

いるわけですが、そうなったときに高校生はそこまで自発的に社会的な出来事に関心を示

すようなところまで教育として持っていけなかったというような状況があります。社会に

出る直前、進学も含めて高校生にはより高い意識を持ってもらいたいと思って計画をつく

りましたが、実態としてそこに及んでいないということです。そして自分の住む地域が好

きだと思っている児童生徒というところでございます。委員おっしゃるとおり、ここは教

育委員会としても地元就職、または将来的なＵ・Ｉターンなどの意識にも関わってくると

ころだということで学校、特に高校では最近探究的な取組ということで、地域の市町村で

あるとか、企業の皆様と地域課題について連携して学ぶ、また解決方策を考えるという取

組をしておりますので着実にそういう意識もある、根づいてきていると認識はしておりま

すが、高校生になりますと半分以上進学もして、自分の可能性を県外に、また、より県外

の方が魅力的に見えるというような発達段階でもあり、そこがうまく数字に表れてきてい

ないかなと分析しているところです。委員おっしゃるとおり、ここが人口減少であるとか、

そういうところに大きく関わってくる指標で、重要なポイントだという認識は持っており

ます。 

 以上です。 

 

○吉野英岐専門委員長 という御回答です。市島先生いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

○市島宗典委員 はい、ありがとうございました。 

 

○吉野英岐専門委員長 これは高校の学習カリキュラムの中に教科を教える時間と、さっ

き探究のこと、小中学校だと結構地域学習のような、昔は総合的学習の時間とか、地域と
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組んで何かいろいろやっていると。高校だと、どうしても教科が多いので、岩手県だけに

特化するような授業というのは組みにくいのでしょうかね、あるいは地元に特化した。 

 

○西野教育委員会教育企画室教育企画室長 今は各学校も自分たちの学校の魅力化みた

いなものに取り組んでおりまして、自分たちの学校が地域においてどのような位置づけに

あるのか、また自分の住む地域がどのような産業の地域にあるのか、その中で自分たちが

どうすればいいのかということは、本当に先輩、社会人の方を呼んで講師に招いたり、自

分たちでデータを分析したりとか、フィールドワークしたりということはそれぞれ時間を

設けてやっておりますので、もちろんそこは学校において濃淡はありますが、そのような

取組を始めているところでございますので、またそれが自分たちの学校の魅力にもつなが

るということで、それは今後も進めていきたい取組だと考えています。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございます。今の自分の住む地域が好きだと思ってい

る児童生徒の割合というのは、現状値から見ると、平成 29 年の数字、94 ページですけれ

ども、見ると、高校だけ下がっているのですよね。努力はしているというのは、そのとお

りだと思います、カリキュラムにも入れていると、そのとおりだと思います。では、何で

高校だけ下がるのかと、やっていないというのだったら分かります、下がるのでしょう。

でも、やっているのですよというのであれば、高校だけ下がるというのは構造的要因なの

か、あるいは時期的にコロナがあったとか、時期的なもので説明がつくかどうか分かりま

せんけれども、計画目標値は高校をトップに据えているにもかかわらず、高校だけ下がる

というのは、やはり一生懸命やっているというだけではなかなか結果について説明を尽く

せないかなと。ここがどんどん減っていくと、さすがに地域定着であるとか、県内就職率

といってもそもそも好きな人が４割切りますなんていうことになっていると、残りたくも

ないのに残らせるのですかなんていうような生徒側の反応がもし出てしまうと、それはあ

まりよろしくないというか、当然職業選択とか居住は自由ですから、どこに住むのもどこ

に就職するのも本来自由であるけれども、地元が好きで残りたいのだけれども、残れない

という方がもしいるのであればそこは何とかしようという立てつけになると思うのですけ

れども。そもそも地元が好きではないしと言われたら、逆に残すことの方が難しいという

気もちょっとしていて、今全体で第２期アクションプランで何とか少子化対策も含めて、

県内人口を一定程度減少に歯どめをかけるという大きな目標がありますので、やっぱりこ

ういう将来を担う子供たちが地域に対して関心を持ったり、愛着を持つということが実績

で伸びてこないとなかなか大きくなってからといっても結果を出すのは難しいかなと思っ

て聞いていまして、結構大事な数字かなと思っています。高校だけ下がるとなることがも

し続くとなるとやはりより積極的な施策を打っていただいた方が私はいいかなと思って、

すみません、ちょっと御発言させていただきました。以上です。 

 あと、そのほか御質問いかがでしょうか。 

 西田委員まだお話ないですけれども、どうぞ、手挙がっていますね。はい、どうぞ。 

 

○西田奈保子委員 ２つございます。 

 １つ目なのですけれども、政策分野のⅣ、居住環境・コミュニティのところで、資料の
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１でいいますと１ページの下の方のところに自主防災組織の組織率というのが遅れの傾向

にあるということが書いてあります。これ本体の方の資料でいいますと、117 のあたりな

のですけれども、ここのところに関する質問です。117 ページのところには、自主防災組

織の組織率が遅れていることの理由として、高齢化による担い手の不足といったことが書

かれております。この高齢化による担い手の不足とか、あるいは地域への関わり方という

のが変わってきたというような状況というのは、恐らく岩手県内の多くの地域に共通する

ようなことなのではないかなと、全国的にもそうだと思います。でも、そうすると組織率

の低い一部の市町村というのがあるということなのですけれども、高齢化による担い手不

足などということだけではなくて、もう少し特有の事情があるのではないかなとちょっと

思ったのですけれども、その点について、118 ページの方には地域防災サポーターによる

受講者数という推進方策の方の指標がありまして、こちらの方は全体としては達成されて

いるとなっていますし、もっと後ろの方の項目がたくさん並んでいる方では、地域サポー

ターの登録数の方も全体としては目標が達成されているとなっていました。 

 そうしますと、このサポーターの在り方というのと、自主防災組織の組織率というのは

もし関連があるとすれば、組織率の低い一部の市町村においては、このサポーターの講義

等の受講者数というのがやはり伸び悩むような傾向があって、そこのところに力を入れて

いけばどうにかなりそうだと思われるのか、それともそういうことでもないとすればほか

の手立ても検討が必要なのかという、そのあたりの点について状況とお考えをお聞かせい

ただきたいと思いました。これが１点目です。 

 もう一つは、ちょっと細かい話で恐縮なのですけれども、政策分野でいいますとⅨ番の

社会基盤のところで、本体ページ数でいいますと 179 ページのところの具体的推進方策指

標の 496 番のところです。現管理河川における想定最大規模の降雨に対応した洪水浸水想

定区域の指定河川数〔累計〕というところですね。ここ達成度Ａなのですけれども、令和

４年の目標値に対する達成率というのが非常に大きくて 180％ぐらいになっているという

ところです。これ後ろの方の表で拝見しますと、令和３年度に大きく倍増という形で延び

ているということが分かりました。こういう伸び方が可能になっている理由と、あとこう

いう見方が予想されたのかよくわかりませんけれども、今後の目標値の設定の仕方につい

て、こういうものについてはどう考えておられるかということについて教えてください。

よろしくお願いします。 

 

○吉野英岐専門委員長 では、以上２点につきましては、それぞれ御担当からお願いしま

す。 

 最初、はい、どうぞ。 

 

○髙橋復興防災部復興危機管理室企画課長 復興防災部企画課長の髙橋と申します。１点

目の自主防災組織の関係についてでございますが、自主防災組織の組織率の目標につきま

しては、目標率 90％に対して 89％ということで、僅かに達成しなかったということである

のですけれども、自主防災組織の組織につきましては、一般的には町内会とか自治会単位

で組織されることが多いのですけれども、それ以外で組織されている割合も結構ありまし

て、２割ぐらいはそれ以外の自治会単位ではない組織で、例えば小学校単位といった学校
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単位であったり、あるいは消防団の分団単位だったりというようなことで組織されていた

り、あるいはもっと大きな行政区単位で組織されるケースもありまして、様々ではあるの

ですけれども、そういった場合に、広域にしていくとどうしてもなり手が不足していくと

いうか、活動していくに当たって隊員として参加していく割合も減っていくところもござ

いますので、なるべく小さなコミュニティの方がいいかなというところではあるのですけ

れども、それぞれの地域事情があるので、こうしてくださいというようなことはなかなか

言いづらいという部分があろうかなと思っております。 

 地域防災サポーターの関係につきましては、予算は小さいのですけれども、出前講座的

に各地域に出かけて防災関係の学習をしておりまして、令和４年度ですと全部で 52 回派遣

をして 5,000 人近い受講者がいるという状況ではございます。市町村単位で行ったりとか、

あとは団体のところに派遣したりと様々ではあるのですけれども、防災の学習をするため

に取り組んでいるところではございます。なかなかそれが自主防災組織との結びつきにつ

いては、まだ分析し切れていない部分は結構あるのですけれども、こういった防災知識が

ある方に地域の防災士になってもらったりということもありますので、そういったものと

連携しながら地域の中で防災意識を高めて自主防災組織の組織率の向上にもつなげていけ

るようにこれからも取り組んでまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。 

 では、もう一点は県土整備部。では、お願いいたします。 

 

○高橋県土整備部県土整備企画室企画課長 県土整備部でございます。ありがとうござい

ます。 

 洪水の浸水想定区域の目標達成、当初の目標を大幅に上回っていることの御質問でござ

いますけれども、一番大きな要因として考えてございますのは予算だろうと考えてござい

まして、区域を指定するに当たりましては調査を行って、その成果を取りまとめて評価を

行って、そしてそれを地図等の成果物あるいはデータ等にまとめていくということで一定

の予算がかかります。この予算につきましては、国の方で国土強靱化の関係で加速化対策

ということで大幅に予算を増額していただいておりまして、その関係で当初の予定を大幅

に上回る予算措置していただいております。その予算を本県におきましても有効に活用さ

せていただきまして、当初の目標を上回る指定に結びついているというものでございます。 

 それから、今後についてということでございましたけれども、実は令和３年に水防法が

改正になっておりまして、新たに洪水浸水想定区域の指定が義務化された河川というのが

増えてございます。本県の場合は、県管理河川 313 あるのですけれども、そのうち 294 の

河川を洪水浸水想定区域に指定するということが義務化されておりますので、これを踏ま

えまして今年度から策定しております第２期の政策推進プランにおきましては令和７年度

までに全ての 294 河川洪水浸水想定区域を指定するという目標を掲げまして、これに向け

て現在取り組んでいるというところでございます。 

 以上でございます。 
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○吉野英岐専門委員長 西田委員聞こえましたか、大丈夫ですか。 

 

○西田奈保子委員 はい、聞こえました。ありがとうございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。予算がつけば動くとも聞こえて、大き

な声で言いにくかったのかなと思いましたけれども、それでも予算がなければなかなかで

きないということで、粘り強く予算要求していくということの成果が出たと、プラスに考

えた方がいいですかね。現状値１つしかなかったのですよね、平成 29 年というのは１河川

しかないということですか。この 179 ページの表で見ますと、１河川のみということです

か。 

 

○高橋県土整備部県土整備企画室企画課長 そうですね、平成 29 年度は一関市の夏川だ

けがまず指定されておりまして、そこからどんどん増やしていると。 

 

○吉野英岐専門委員長 将来的には 294 まで持っていくということですか。 

 

○高橋県土整備部県土整備企画室企画課長 そうです。 

 

○吉野英岐専門委員長 お金があればできるみたいですね。分かりました。そういうタイ

プの事業もあると、その分エネルギーを使わないといけないので仕事増えますけれども、

ぜひこれ目標に向けて進めていただければと思います。ありがとうございます。 

 

○高橋県土整備部県土整備企画室企画課長 ありがとうございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 竹村先生、そろそろお時間ですが、何か最後御質問があればお願

いします。 

 

○竹村祥子副専門委員長 すみません、これで退室させていただきます。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。 

 あともう少しぐらいは意見交換、質問が出せるのですが、私の方から比較的評価の低か

った健康・余暇の自殺者数のところで伺いたいと思います。本編９ページですと、評価Ｄ

ということで、残念ながら自殺者数 10 万人当たりの率になるのでしょうかね、計画目標値

よりも多くなってしまって、現状値よりも増えたと、平成 29 年よりも少し増えてしまった

と。それに関連する具体的推進方策の指標は 41 ページにあって、12 番、14 番、13 番もそ

うですけれども、これはまだ実績値出ていないので、ちょっと何とも言えないところです

けれども、12、13、14 がＢとＣで、それぞれ担い手養成、研修受講生数は増えているし、

自殺対策を取り組む自治体、民間団体への支援件数も現状値よりは増えていると、目標値

は届かないけれどもと。しかしながら、実際に亡くなってしまう方は現状値よりも少し悪

くなっているということについて、全国的にも 46 位というのは決していい数字ではないと
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いうのは確かです。特に北東北３県いずれも苦心されていると思いますが、ここに向けて

は何か対策なり、有効な具体的推進方策等々があれば伺いたいと思っておりますが、いか

がでしょうか。 

 

○田内保健福祉部保健福祉企画室企画課長 保健福祉部でございます。自殺率の関係です

が、長いスパンで考えますと、自殺者数というのは減少傾向にあり、これは全国平均もそ

うですけれども、本県を見ても長いスパンで考えれば相当の減少傾向にあるということが

１つあります。 

 それから、特徴的な出来事として、これまで自殺者数は年間 250 人ぐらいで推移してい

ましたが、令和３年だけ 200 人を下回り、193 人まで減少したということがあり、全国順

位もぐっと上がりました。その状況が続くかと思っていたのですが、令和４年の統計出ま

したら、平年ベースの数字に戻ったということもございました。 

 自殺対策につきましては、先ほど委員長からお話ありましたとおり、資料の方にも記載

しているような取組を進めているところではございますけれども、自殺に至ってしまった

原因については、生活困窮の問題であったり、体に病気の問題を抱えていたりということ

で、様々な問題があるということでありますので、これはまさに我々の方で今重点的に取

り組んでいるところで重層的支援の取組というのがありまして、それぞれ様々な問題を抱

えている方、複合的な問題を抱えている方に対してアプローチをしていくような事業なの

ですが、そういったものをうまく活用しながら、重層的支援の取組を進める市町村数が増

えるように、そういったところも推進し、おそらくいろいろな問題を抱えた方が最後に自

殺を選択されてしまうということなので、そこに至らないようにしっかりと取組を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございます。少なくとも具体的推進方策については、

精一杯目標に向けて努力をして、自殺率については結果数字ですので、何かが直接という

ことではないとは思いますけれども、打てる手はみんな打つということがないと、数値と

してはよくない数字だと思いますので、放置はできませんし、経済状況やそういった様々

な環境要因あると思いますけれども、手を打つだけ打ったということで、特に具体的推進

方策については目標数値の合理性はあるかもしれませんけれども、数字とともに後段のお

話であった、また新しい手法、重層的とか新しい手法を取り入れて、ここは本当に対策を

きちんと取っていると分かっていただければ、それで私はやるべきことはやっていらっし

ゃると、その上でどうしても数値が改善できないとなれば何か手を次に打っていく必要が

あると思いますけれども、まずは具体的推進方策を十分進めていただきたいなと思ってい

ます。どうしてもこれいろんな県のイメージともつながってしまって、やっぱり北東北３

県、一生懸命対策を打って頑張っていらっしゃると思いますけれども、ここに住んでみた

いとか、住み続けたいという方々が十分に希望を失わずに生きていけるようなことにつな

がるのではないかなと思っていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありが

とうございます。 

 ほかに御質問ございませんか。 
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 では、市島委員。 

 

○市島宗典委員 今の自殺に関してちょっと教えていただきたいのですけれども、これと

いうのは県内の地域差というのはないのでしょうか。 

 

○吉野英岐専門委員長 率の。 

 

○市島宗典委員 率と、あと具体的推進方策の 12、13、14 について、お分かりであれば

教えていただきたいです。 

 

○田内保健福祉部保健福祉企画室企画課長 保健福祉部でございます。自殺率の県内の地

域ごとの差ですけれども、県北の方、久慈地域がやはり昔からそうなのですが、久慈地域

が自殺率が他の地域と比べて高いというようなデータは出ております。また、内陸と沿岸

を比較しますと、やはり内陸より沿岸の方が多いということが見てとれます。原因を分析

していくと経済的な問題で自殺を選択される方が多いということでありますので、そうい

った経済状況などが自殺率の地域別の差に影響しているのではないかなと考えております。 

 

○吉野英岐専門委員長 具体的推進方策の実際に手を打った、これ例えば広域振興局別に

は出せるのですか。ちゃんと県北でも手は打っているのだということは担保できるのか。 

 

○田内保健福祉部保健福祉企画室企画課長 そこは、今手元に地域別のデータというのが

ないので、はっきりしたことは申し上げられないですが、久慈地域においては県内でも自

殺率が高い地域ということで、久慈モデルということで取り組んでおります。その成果が

かなり表れてきておりまして、その久慈モデルを全県に広げて岩手県内の自殺対策に役立

てているといったようなことも行っております。 

 

○吉野英岐専門委員長 市島委員いかがでしょうか、よろしいですか。 

 

○市島宗典委員 はい。 

 

○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。討議の予定時間は大体このあたりなの

ですけれども、御意見一区切りついていれば、次のその他のところに進みたいと思います。 

 

  （２）その他 

○吉野専門委員長 それでは、まず現状と評価については以上のようであるということで、

議事的にはその他にはなってしまいますけれども、資料３に基づいて御説明をお願いいた

します。 

 

 〔資料№３説明〕 
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○吉野英岐専門委員長 ありがとうございました。資料３に基づいての御説明で、前半部

分については５月の検討会でおおむね方向性としては受け入れていただいておりますので、

それのまとめという形で出していただいたものでございます。 

 後段部分については、令和５年度の政策評価調書の作成についてこういった方向でやり

たいという２つのお話があったわけですけれども、御質問等あれば受け付けたいと思いま

す。 

 では、私から１つだけ。後段の新しい第２期アクションプランにひもづく指標ですけれ

ども、基準年が今度は令和３年度になるということですよね。ただ、令和３年度というの

はコロナの真っただ中で 2021 年、人を集めるような催物については実績値がほとんどない

とか、極端に少ない、例えば観光旅行の来客数なんか見てみても 2021 年の数字というのは

特異年になると思うのですが、そういったコロナの影響によって一時的に大きく変動した

ところについてはどのような基準の考え方をされるのでしょうか。 

 

○塩井政策企画部政策企画課主任主査 ありがとうございます。基本的に現状値は令和３

年度と考えてございまして、それに対して年度目標値をそれぞれどうしていくかというの

はそれぞれの事業ですとか内容によって変わっておりますので、一概にこうだというのは

なかなか言えないのですけれども、例えば観光面ですとか、恐らくコロナの影響を受けた

のはそういった分野になるかと思いますけれども、そういった内容につきましてはその前

の数字を見たり、ある程度目標値を設定する段階でその辺の検討はした上で既にプランと

して出ています。 

 

○吉野英岐専門委員長 基準年の出し方ですよね。 

 

○塩井政策企画部政策企画課主任主査 そうですね、現状値は基本令和３年度のとおりと

なっています。 

 

○吉野英岐専門委員長 そうしたら、外国人旅行者なんかゼロ人だったのが今では何十万

人ですよね。 

 

○塩井政策企画部政策企画課主任主査 そうですね。ですので、令和５年度の目標値とい

うのはまた違う数字が出ていますので、それに対して実績測定を、それは来年度以降には

なりますけれども。 

 

○吉野英岐専門委員長 そうですね。基準年はどうしても令和３年ということにはしてい

ますけれども、その読み方についてはコロナのことを一切覚えていないという人はいない

と思いますけれども、コロナの影響によって大きく増減した数字を掲載するとか、入れて

おかないと、ずっと後で読み返したときに、ものすごく低い数値が現状値として上がって

いるのだけれども、これは間違いではないかと言われないように現状値のところについて

は例年とは違うということも記載した方が後で見たときに誤解がないのではないかなと。

目標値は、だからそこから見たらものすごく大きい目標値に今度はなるわけですから、こ
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れは例年をベースとしたときはこの目標値で適切に進めていくという、第２期アクション

プランの頭のところについては一定程度の解説を入れた上で数字を出した方が最初の一歩

としてはいいかなと思いましたので、そこは御意見させていただきました。 

 私は以上なのですけれども、ほかの先生よろしいですか。 

 

 「なし」の声 

 

○吉野英岐専門委員長 特に御質問がなければ、この評価で進めていくと、特に定性的な

評価になるので、それは御了承願いたいと思います。 

 それでは、続いて今後のスケジュール等々がありましたらお願いしたいと思います。 

 

○八重樫政策企画部政策企画課評価課長 第２回の専門委員会につきましては、今年度の

政策評価の実施状況を内容といたします。日程につきましては、11 月２日木曜日の開催予

定となっております。委員の皆様には後日詳細のお時間等を御連絡させていただきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 また、次回の専門委員会の公開、非公開につきましてですが、次回の委員会の議題につ

きましても政策評価の実施状況ということで、今回と同様に意思決定の過程における審議、

未成熟な情報を多く扱うものでございますので、次回につきましても非公開での開催とさ

せていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○吉野英岐専門委員長 今評価課長からお話があったとおり、次回は 11 月２日、当初予

定は午前中と聞いていますけれども、詳しい時間はこの後。それから、会議の形式につい

ては非公開で進めたいということで御同意いただければそのまま進めていただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

 「はい」の声 

 

○吉野英岐専門委員長 西田先生と森先生はよろしいですか。では、私の方からはこれで

以上ですので、マイクをお返しいたします。 

 

○八重樫政策企画部政策企画課評価課長 長時間にわたる御審議ありがとうございまし

た。 

 

３ 閉 会 

○八重樫政策企画部政策企画課評価課長 それでは、以上をもちまして令和５年度第１回

岩手県政策評価専門委員会を終了いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

○吉野英岐専門委員長 担当の皆さんありがとうございました。この後、評価調書の作成

でまた御尽力いただきますけれども、よろしくお願いいたします。 


